
○
総
務
省
令
第　
　
　

号 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
政
治
資
金
規
正

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭

和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年　
　

月　
　

日 

総
務
大
臣　

村
上
誠
一
郎　
　

 

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

　

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」

と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

亮平 安富
テキストボックス
別紙５：令和９年１月１日施行



改　

正　

後

改　

正　

前

 
 

　

(
収
支
報
告
書
の
様
式
及
び
記
載
要
領)

　

(

収
支
報
告
書
の
様
式
及
び
記
載
要
領)

第
八
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
の
様
式
及
び
記
載
要
領
並
び
に
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
文
書
の
様

第
八
条　

法
第
十
二
条
第
一
項
の
報
告
書
（
以
下
「
収
支
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
及
び
記
載
要
領
並
び
に

式
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
文
書
の
様
式
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
収
支
報
告
書
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）

第
三
十
四
条　

法
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一

第
三
十
四
条　

削
除

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
（
次
項
に
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
に
関
す
る
情
報
の
集
合
物

で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
取
得
し
、
か
つ
、
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体

系
的
に
構
成
し
た
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
寄
附
者
等
に
係
る
事
項
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
第

十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、
ハ
、
ト
又
は
チ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
様
式
の
う
ち
、
寄
附
を
し
た
者
、

寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
し
た
者
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
が
個
人
で
あ
る
も
の
に
係
る
様
式
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
す
る
。

別
記

別
記

第
1 3号
様
式

第
６
条
関
係

 
第

13号
様
式
第
６
条
関
係

 
（

）
（

）

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

（記
載
要
領

）

（記
載
要
領

）

１
　
収
入
簿

１
　
収
入
簿

［
（１

）

（４

）　

略

］

［
（１

）

（４

）　

同
左

］

～
～

（５

）

寄
附

（政
党
匿
名
寄
附

（寄
附
の
う
ち
法
第

22条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
政
党
又
は
政
治

　

（５

）

寄
附

（政
党
匿
名
寄
附

（寄
附
の
う
ち

法
第

2
2
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
政
党
又
は
政
治

、
、

資
金
団
体
が
街
頭
又
は
一
般
に
公
開
さ
れ
る
演
説
会
若
し
く
は
集
会
の
会
場
に
お
い
て
受
け
る
匿

資
金
団
体
が
街
頭
又
は
一
般
に
公
開
さ
れ
る
演
説
会
若
し
く
は
集
会
の
会
場
に
お
い
て
受
け
る
匿

名
の
寄
附
で
１
件
当
た
り
の
金
額
が
千
円
以
下
の
も
の
を
い
う
以
下
同
じ

）を
除
く
以
下

名
の
寄
附
で
１
件
当
た
り
の
金
額
が
千
円
以
下
の
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）を
除
く

以
下

。
。

。
。

。
。

（７

）を
除
き
１
に
お
い
て
同
じ

）に
つ
い
て
は
そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
住
所
及

（７

）を
除
き

１
に
お
い
て
同
じ

）に
つ
い
て
は

そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名

住
所
及

、
。

、
、

、
。

、
、

び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
以

び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

以
、

、
。

、
、

。

下

（６

）に
お
い
て
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
ま
た
寄

下

（６

）に
お
い
て
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

寄
。

、
。

、
。

、
。

、

附
者
が
特
例
上
場
日
本
法
人

（法
第

22条
の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
上
場
日
本
法
人
を
い
う

附
者
が
上
場
・
外
資

5
0
％
超
会
社

（法
第

2
2
条
の
５
第
１
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項

イ
及
び

（８

）に
お
い
て
同
じ

）で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を

寄
附
者
が
国
会
議
員
関
係
政

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
本
法
人
を
い
う

イ
に
お
い
て
同
じ

）で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を

。
。

、
。

。
、

治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

（寄
附
を
受
け
た
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
政
党
又
は
政

寄
附
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

（寄
附
を
受
け
た
者
が
国
会
議
員
関

、

治
資
金
団
体
で
あ
る
場
合
を
除
く

）を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
な
お
記
載
に
当
た
つ
て

係
政
治
団
体

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
で
あ
る
場
合
を
除
く

）を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と

。
、

。
、

、
。

、

は
当
該
寄
附
を

「個
人
か
ら
の
寄
附

」

「法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附

」又
は

「政
治

な
お

記
載
に
当
た
つ
て
は

当
該
寄
附
を

「個
人
か
ら
の
寄
附

」

「法
人
そ
の
他
の
団
体

、
、

。
、

、
、

団
体
か
ら
の
寄
附

」に
区
分
し
寄
附
者
別
に
次
の
例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
ま
た
本
部
又

か
ら
の
寄
附

」又
は

「政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」に
区
分
し

寄
附
者
別
に
次
の
例
に
よ
り
記
載

、
。

、
、

は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
は
寄
附
に
は
該
当
し
な
い
た
め

「政
治
団
体

す
る
こ
と

ま
た

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
は

寄
附
に
は
該
当

、
、

。
、

、

か
ら
の
寄
附

」に
含
め
な
い
こ
と

し
な
い
た
め

「政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」に
含
め
な
い
こ
と

。
、

。

［ア

　

略

］

［ア

　

同
左

］
イ
　
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は
寄
附
者
の
名
称
を

「摘
要

」欄
に

「甲
株

イ
　
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は
寄
附
者
の
名
称
を

「摘
要

」欄
に

「甲
株

、
、

式
会
社

（乙
支
店

）
」

「丙
労
働
組
合

」と
い
う
よ
う
に
記
載
し
寄
附
者
の
主
た
る
事
務

式
会
社

（乙
支
店

）
」

「丙
労
働
組
合

」と
い
う
よ
う
に
記
載
し

寄
附
者
の
主
た
る
事
務

、
、

、
、



 
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番

所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番

 
１
号

（甲
野
太
郎

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
な
お

特
例
上
場
日
本
法
人
か
ら
の

１
号

（甲
野
太
郎

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

上
場
・
外
資

5
0
％
超
会
社
か

。
、

。
、

 
寄
附
に
つ
い
て
は

「備
考

」欄
に

「特
例
上
場
日
本
法
人

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は

「備
考

」欄
に

「上
場
・
外
資

5
0
％
超
会
社

」と
い
う
よ
う
に
記
載

、
、

 
す
る
こ
と

。
。

 

［ウ

　

略

］

［ウ

　

同
左

］

 

　
　
　

［
（６
）
・
（７

）　

略

］

　
　
　

［
（６

）
・
（７

）　

同
左

］

 

　
　
　

（８

）　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
に
あ
つ
て
は
そ
の
事
業
の
種
類
並
び
に
当
該

 

　
　
　

（８

）　

［同
左

］

、

 
種
類
ご
と
の
金
額
及
び
収
入
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は
機
関
紙
誌
の
発

、
、

 
行
事
業
及
び
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
に
あ
つ
て
は

事
業
の
種
類
を

「摘
要

」欄
に

、

 

「甲
機
関
紙

」

「乙
機
関
雑
誌

」

「甲
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」

「乙
政
治
資

、
、

、

 
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」と
い
う
よ
う
に
細
分
し
た
上
で
記
載
し
そ
の
他
の
事
業
に
あ
つ
て

、

 
は
当
該
事
業
の
内
容
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
ま
た
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

、
。

、

 
に
つ
い
て
他
の
政
治
団
体
と
共
同
で
開
催
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
政

、
、

 
治
団
体
の
名
称
を

「備
考

」欄
に
記
載
す
る
こ
と
な
お
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
の

。
、

 
対
価
に
係
る
収
入
の
内
訳
を
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

 
ア

　

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
に
係
る
収
入
に
つ
い
て
は
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーご
と
に

ア

　

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
に
係
る
収
入
に
つ
い
て
は

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーご
と
に

、
、

 
そ
の
名
称
開
催
年
月
日
開
催
場
所
及
び
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額
並
び
に
対
価
の
支
払

そ
の
名
称

開
催
年
月
日

開
催
場
所
及
び
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額
並
び
に
対
価
の
支
払

、
、

、
、

、
、

 
を
し
た
者
の
氏
名
住
所
及
び
職
業

（対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
そ

を
し
た
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業

（対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は

そ
、

、
、

、

 
の
名
称
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
イ
に
お
い
て
同
じ

）

当
該
対

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

イ
に
お
い
て
同
じ

）並
び
に
当

、
。

。
、

、
。

。

 
価
の
支
払
に
係
る
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
特
例
上
場

該
対
価
の
支
払
に
係
る
収
入
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

当
該
対
価
の
支

。
、

 
日
本
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
な
お
当
該
対
価
の
支
払
を

「個
人
か

払
を

「個
人
か
ら
の
対
価
の
支
払

」

「法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
対
価
の
支
払

」又
は

。
、

、

 
ら
の
対
価
の
支
払

」

「法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
対
価
の
支
払

」又
は

「政
治
団
体
か
ら

「政
治
団
体
か
ら
の
対
価
の
支
払

」に
区
分
し

対
価
の
支
払
者
別
に
次
の
例
に
よ
り
記
載
す

、
、

 
の
対
価
の
支
払

」に
区
分
し
対
価
の
支
払
者
別
に
次
の
例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

 
る
こ
と

 
、

。
。

 

［
（ア

）　

略

］ 

［
（ア

）　

同
左

］ 

 

（イ

）　

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
は
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の

（イ

）　

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
は

対
価
の
支
払
を
し
た
者
の

、
、

 
名
称
を

「摘
要

」欄
に

「甲
株
式
会
社

（乙
支
店

）
」

「丙
労
働
組
合

」と
い
う
よ

名
称
を

「摘
要

」欄
に

「甲
株
式
会
社

（乙
支
店

）
」

「丙
労
働
組
合

」と
い
う
よ

、
、

 
う
に
記
載
し
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏

う
に
記
載
し

対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏

、
、

 
名
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

（甲
野
太
郎

）
」

名
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

（甲
野
太
郎

）
」

 
と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
な
お

特
例
上
場
日
本
法
人
か
ら
の
対
価
の
支
払
に

と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

。
、

。

 
つ
い
て
は

「備
考

」欄
に

「特
例
上
場
日
本
法
人

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

、

 
。

 

［
（ウ

）　

略

］ 

［
（ウ

）　

同
左

］ 

［イ

　

略

］

［イ

　

同
左

］

　
　
　

［
（９

）

（13

）　

略

］

　
　
　

［
（９
）

（13

）　

同
左

］

～
～

　
　

［２
・
３
　
略

］

　
　

［２
・
３
　
同
左

］

第
1
4号
様
式
第
８
条
関
係

第
1
4号
様
式
第
８
条
関
係

（
）

（
）

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

　

［
（備

考

）　
略

］

　

［
（備

考

）　
同
左

］



　

（記
載
要
領

）

　

（記
載
要
領

）

　
　

［１
３

　

略

］

　
　

［１
３

　

同
左

］

～
～

　
　

４
　
様
式

（そ
の
１

）に
つ
い
て
 

　
　

４
　
様
式

（そ
の
１

）に
つ
い
て
 

　
　
　

［
（１

）

（５

）　

略

］ 

　
　
　

［
（１

）

（５

）　

同
左

］ 
～

～

　
　
　

（６
）　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

（オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
方
法

）に
よ
り

　
　
　

［新
設

］ 

報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は

「事
務
担
当
者
の
氏
名

」欄
の
記
載
は
要
し
な
い
こ
と

、
。

　
　

［５
９

　

略
］

　
　

［５
９

　

同
左

］

～
～

　
　

10
　
様
式

（そ
の
７

）に
つ
い
て

　
　

10
　
様
式

（そ
の
７

）に
つ
い
て

　
　
　

（１

）　

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が

年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

　
　
　

（１

）　

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が

年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

、
、

、
、

は
そ
の
寄
附
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は
そ

は
そ
の
寄
附
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
、

、
、

、
、

、
、

、

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

以
下
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

以
下
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額

、
。

。
、

、
。

。
、

及
び
年
月
日
を
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と

ま
た

寄
附
者
が
特
例
上
場
日
本
法
人

（法
第

2
2
条

及
び
年
月
日
を
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と
ま
た
寄
附
者
が
上
場
・
外
資

50％
超
会
社

（法
第
2

。
、

。
、

の
５
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
上
場
日
本
法
人
を
い
う

（４

）及
び

1
4
に
お
い
て
同
じ

）で
2条
の
５
第
１
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
本
法
人
を
い
う

。
。

。

あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を

寄
附
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

（寄
附
を

（４

）に
お
い
て
同
じ

）で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を

寄
附
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で

、
。

、

受
け
た
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
で
あ
る
場
合
を
除
く

）を
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

（寄
附
を
受
け
た
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
党
又
は
政
治
資
金
団

、
。

、

併
せ
て
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

年
間
５
万
円
以
下
の
寄
附
に
つ
い
て
も
必
要
に
応

体
で
あ
る
場
合
を
除
く

）を
併
せ
て
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

年
間
５
万
円
以
下

、
。

、
。

、
。

、

じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

の
寄
附
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。
。

　
　
　

［
（２

）
・
（３

）　

略

］

　
　
　

［
（２

）
・
（３

）　

同
左

］

　
　
　

（４

）　

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
の
う
ち

特
例
上
場
日
本
法
人
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は

　
　
　

（４

）　

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附
の
う
ち

上
場
・
外
資

5
0
％
超
会
社
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て

、
、

、

「備
考

」欄
に

「特
例
上
場
日
本
法
人

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

は

「備
考

」欄
に

「上
場
・
外
資
5
0％
超
会
社

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

。
、

。

　
　
　

［
（５

）
・
（６

）　

略

］

　
　
　

［
（５

）
・
（６

）　

同
左

］

　
　

［11
13

　

略

］

　
　

［11
1
3

　

同
左

］

～
～

　
　

14

　

様
式

（そ
の

11

）に
つ
い
て
 

　
　

14

　

様
式

（そ
の

11

）に
つ
い
て
 

　
　
　

（１

）　

一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
に
係
る
収
入

（報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年

　
　
　

（１

）　

一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
に
係
る
収
入

（報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年

の
前
年
以
前
に
お
け
る
収
入
を
含
む

（１

）及
び

1
5
に
お
い
て
同
じ

）の
う
ち

同
一
の
者

の
前
年
以
前
に
お
け
る
収
入
を
含
む

（１

）及
び

1
5
に
お
い
て
同
じ

）の
う
ち

同
一
の
者

。
。

、
。

。
、

か
ら
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
の
支
払
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が
５
万
円
を
超
え
る
も

か
ら
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
の
支
払
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が

2
0
万
円
を
超
え
る
も

、
、

の
に
つ
い
て
は

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーご
と
に

そ
の
年
に
お
け
る
対
価
の
支
払
に
つ
い
て

の
に
つ
い
て
は

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーご
と
に

そ
の
年
に
お
け
る
対
価
の
支
払
に
つ
い
て

、
、

、
、

、
、

当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業

当
該
支
払
わ
れ
た
対

当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業
並
び
に
当
該
支
払
わ
れ

、
、

、
、

、

価
の
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
特
例
上
場
日
本
法
人
で
あ
る
と
き

た
対
価
の
金
額
及
び
年
月
日
を
該
当
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は

政
治
資
金

、
、

は
そ
の
旨
を
該
当
欄
に
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーご
と
に

パ

ーテ
ィ

ーご
と
に
別
葉
と
し

「政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
名
称

」欄
に
は
当
該
政
治
資
金

、
、

、

別
葉
と
し

「政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
名
称

」欄
に
は
当
該
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
名
称
を

パ

ーテ
ィ

ーの
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

当
該
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
つ
い
て

報
告
書
に
記

、
。

、

記
載
す
る
こ
と

当
該
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
つ
い
て

報
告
書
に
記
載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ

載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
収
入
の
う
ち
に
当
該
対
価
の
支

。
、

た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
収
入
の
う
ち
に
当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
が
支
払
を

払
を
し
た
者
が
支
払
を
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
に
係

、

し
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
対
価
の
支
払
を
し
た
者
に
係
る

「備
考

」欄
に
前
年

る
「備

考

」欄
に
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
に
係
る
当
該
支
払
わ
れ
た
対
価
の
金
額

、

以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
に
係
る
当
該
支
払
わ
れ
た
対
価
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す

及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
係
る

2
0
万
円
以
下
の
対

。
、

る
こ
と

な
お

一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
係
る
５
万
円
以
下
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
も

価
の
支
払
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。
、

。

必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。

　
　
　

［
（２

）　

略

］

　
　
　

［
（２

）　

同
左

］



　
　
　

（３

）　
法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
対
価
の
支
払
の
う
ち

特
例
上
場
日
本
法
人
か
ら
の
対
価
の
支
払

　
　
　

［新
設

］ 
、

に
つ
い
て
は

「備
考

」欄
に

「特
例
上
場
日
本
法
人

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

 
 

、
。

　
　

15

　

様
式

（そ
の

12

）に
つ
い
て
 

　
　

15

　

様
式

（そ
の

12

）に
つ
い
て
 

　
　
　
　
一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
に
係
る
収
入
の
う
ち

同
一
の
者
に
よ
つ
て
対
価
の
支
払
の
あ
つ
　
　
　
　
一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーの
対
価
に
係
る
収
入
の
う
ち

同
一
の
者
に
よ
つ
て
対
価
の
支
払
の
あ
つ

、
、

せ
ん
を
さ
れ
た
も
の
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が
５
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
対
価
の
支
払
の

せ
ん
を
さ
れ
た
も
の
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が

2
0
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は

対
価
の
支
払
の

、
、

、
、

あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん

あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業
並
び
に
当
該
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん

、
、

、
、

に
係
る
金
額

こ
れ
を
集
め
た
期
間
及
び
こ
れ
が
当
該
政
治
団
体
に
提
供
さ
れ
た
年
月
日
を
記
載
す
る
も

に
係
る
金
額
こ
れ
を
集
め
た
期
間
及
び
こ
れ
が
当
該
政
治
団
体
に
提
供
さ
れ
た
年
月
日
を
記
載
す
る
も

、
、

の
と
し
記
載
の
要
領
は

14
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と

な
お
一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
係
る
５

 
の
と
し
記
載
の
要
領
は

14
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と

な
お
一
の
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
係
る

20
 

、
。

、
、

。
、

万
円
以
下
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
 

万
円
以
下
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
 

る
こ
と

る
こ
と

。
。

　
　

［16
2
4

　

略

］

　
　

［16
2
4

　

同
左

］

～
～

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附　

則

１　

こ
の
省
令
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い

う
。
）
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面
（
以
下
「
住
所
限
定
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
作
成
及
び
提
出

は
、
法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
寄
附
者
等
の
住
所
に
係
る
記
載
を
都
道
府
県
、
郡
及
び
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項

の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
又
は
総
合
区
と
す
る
。
）
の
名
称
に
係
る
部
分
（
外
国
に
住
所
を
有
す
る
個
人
に

あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
の
国
名
）
に
限
っ
た
様
式
を
附
則
様
式
に
よ
り
作
成
し
、
報
告
書
中
政
治
資
金
規
正
法
施

行
規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
様
式
以
外
の
様
式
を
住
所
限
定
報
告
書
の
う
ち
附
則
様
式
以
外
の
も
の

を
兼
ね
る
も
の
と
し
て
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



附則様式

 (7の2) 寄 附 の 内 訳 寄附者の区分

寄　附　者　の　氏　名 職 業 備 考

十億 百万 千 円

こ　の　頁　の　小　計

そ　の　他　の　寄　附

合 計

個 人

金 額 年 月 日
住所（都道府県、郡及び
市区町村の名称に係る部
分に限る。）

(その７の２)



 (8の2) 寄附のうち寄附のあつせんによるものの内訳

寄附のあつせん者の氏名
集 め た
期　　間

職　　　業 備考

十億 百万 千 円

こ　の　頁　の　小　計

そ　の　他　の　寄　附

合　　　　　　計

金　　　　　　　　　額
住所（都道府県、郡及
び市区町村の名称に係
る部分に限る。）

提　　供
年 月 日

個　　　　　人寄附のあつせん者の区分

(その８の２)



対価の支払をした者の氏名 職　　　業 備考

十億 百万 千 円

こ　の　頁　の　小　計

合　　　　　　計

 (11の2) 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政治資金パーティーの名称

対価の支払をした者の区分 個　　　　　人

金　　　　　　　　　額 年 月 日

住所（都道府県、郡
及び市区町村の名称
に係る部分に限
る。）

(その11の2)



対価の支払のあつせん者の
氏　　　　　　　　　　名

住所（都道府県、郡
及び市区町村の名称
に係る部分に限
る。）

職　　　業 備考

十億 百万 千 円

こ　の　頁　の　小　計

合　　　　　　計

政治資金パーティーの名称

対価の支払のあつせん者の区分

 (12の２) 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価
の支払のあつせんによるものの内訳

集 め た
期　　間

個　　　　　　人

金　　　　　　　　　額
提　　供
年 月 日

(その12の2)



（記載要領） 

１ 電子情報処理組織を使用する方法（オンラインシステムを利用する方法）以外の方法により報告書を提出するときは、個人か

らの寄附、寄附のうち個人によつてあつせんされたもの並びに政治資金パーティーの対価に係る収入のうち個人によつて対価の

支払が行われたもの及び個人によつて対価の支払のあつせんをされたものの内訳について、それぞれ附則様式（その７の２）、

（その８の２）、（その 11 の２）及び（その 12 の２）に必要事項を記載し、政治資金規正法施行規則別記第 14 号様式（その

７）、（その８）、（その 11）及び（その 12）と併せて提出することができる。なお、附則様式（その７の２）、（その８の

２）、（その 11 の２）及び（その 12 の２）を併せて提出した場合には、個人からの寄附、寄附のうち個人によつてあつせんさ

れたもの並びに政治資金パーティーの対価に係る収入のうち個人によつて対価の支払が行われたもの及び個人によつて対価の支

払のあつせんをされたものの内訳について、政治資金規正法施行規則別記第 14 号様式（その７）、（その８）、（その 11）及び

（その 12）ではなく附則様式（その７の２）、（その８の２）、（その 11 の２）及び（その 12 の２）の内容が総務大臣又は都

道府県の選挙管理委員会からインターネットを利用する方法により公表されることとなる。 

２ 「住所」欄以外については、それぞれ政治資金規正法施行規則別記第 14号様式（その７）、（その８）、（その 11）及び（そ

の 12）と同一の内容を記載すること。 

３ 「住所」欄については、都道府県、郡及び市町村（特別区を含むものとし、地方自治法第 252条の 19第１項の指定都市にあつ

ては、区又は総合区とする。）の名称に係る部分（外国に住所を有する個人にあつては、当該外国の国名）に限り、記載するこ

と。 
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